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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、ペリクルフレーム内側の表面に凹みや白点
などの異物と誤認される輝点（欠陥）がなく、外観品質
や信頼性に優れたペリクルフレーム及びこれを用いたペ
リクルを提供することを目的とする。
【解決手段】
　本発明のアルミニウム合金製のペリクルフレーム１０
は、ペリクルフレーム１０の形状に加工された後に、少
なくともペリクルフレーム内側の表面に純アルミニウム
皮膜２２が形成されていることを特徴とするものであり
、この純アルミニウム皮膜２２の上にアルマイト皮膜２
３を形成することができる。純アルミニウム皮膜２２は
、その純度が９９．７％以上であるのが好ましく、その
厚さは、３μｍ以上５０μｍ以下であるのが好ましい。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム合金によって製作されたペリクルフレームであって、ペリクルフレームの
形状に加工された後に、少なくともペリクルフレーム内側の表面に純アルミニウム皮膜が
形成されていることを特徴とするペリクルフレーム。
【請求項２】
　前記純アルミニウム皮膜の純度は、９９．７％以上であることを特徴とする請求項１に
記載のペリクルフレーム。
【請求項３】
　前記純アルミニウム皮膜の表面粗さは、Ｒａ０．５～５μｍの範囲であることを特徴と
する請求項１又は２に記載のペリクルフレーム。
【請求項４】
　前記純アルミニウム皮膜を研磨して平滑化することを特徴とする請求項１乃至３の何れ
かに記載のペリクルフレーム。
【請求項５】
　前記純アルミニウム皮膜の厚さは、３μｍ以上５０μｍ以下であることを特徴とする請
求項１乃至４の何れかに記載のペリクルフレーム。
【請求項６】
　前記純アルミニウム皮膜は、溶射又は蒸着により形成されていることを特徴とする請求
項１乃至５の何れかに記載のペリクルフレーム。
【請求項７】
　前記純アルミニウム皮膜が形成された後に、陽極酸化処理、染色又は電解着色、さらに
封孔処理が施こされることを特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載のペリクルフレー
ム。
【請求項８】
　前記封孔処理後に、その外側にさらに樹脂皮膜が形成されることを特徴とする請求項７
に記載のペリクルフレーム。
【請求項９】
　前記樹脂皮膜の材質は、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹
脂からなる群から選択されることを特徴とする請求項８に記載のペリクルフレーム。
【請求項１０】
　前記請求項１乃至９の何れかに記載のペリクルフレームにより構成されることを特徴と
するペリクル。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイス、プリント基板、液晶あるいは有機ＥＬディスプレイ等を製
造する際のゴミよけとして使用されるペリクルフレーム及びこれを用いたペリクルに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　LSI、超LSIなどの半導体或は液晶ディスプレイ等の製造においては、半導体ウェハー又
は液晶用原板に光を照射してパターンを作製するが、この時に用いるフォトマスクあるい
はレチクル（以下、短にフォトマスクと記述）にゴミが付着していると、このゴミが光を
吸収したり光を曲げてしまうために、転写したパターンが変形したり、エッジががさつい
たものとなるほか、下地が黒く汚れたりするなど、寸法、品質、外観などが損なわれると
いう問題があった。
【０００３】
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　このため、これらの作業は通常クリーンルームで行われているが、それでもフォトマス
クを常に清浄に保つことが難しい。そこで、フォトマスク表面にゴミよけとしてペリクル
を貼り付けした後に露光を行っている。この場合、異物はフォトマスクの表面には直接付
着せず、ペリクル上に付着するため、リソグラフィー時に焦点をフォトマスクのパターン
上に合わせておけば、ペリクル上の異物は転写に無関係となる。
【０００４】
　一般に、ペリクルは、光を良く透過させるニトロセルロース、酢酸セルロース又はフッ
素樹脂などからなる透明なペリクル膜を、アルミニウム、ステンレス鋼などからなるペリ
クルフレームの上端面に貼り付け又は接着して構成されている。また、ペリクルフレーム
の下端には、フォトマスクに装着するためのポリブデン樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、アク
リル樹脂、シリコーン樹脂等からなる粘着層、及び粘着層の保護を目的とした離型層（セ
パレータ）が設けられている。
【０００５】
　このようなペリクルは、暗室内などで集光ランプを用いた異物検査が行われ、使用に際
して異物の付着が無いか確認される。そして、この検査は、ペリクル膜面のみならず、ペ
リクルフレームの内面についても行われる。ペリクルフレーム内面に付着した異物は、マ
スク表面へ落下する恐れがあるために、一般的に、この異物検査は暗室内で集光ランプな
どの照度の大きい光を照射して目視で行われ、異物がある場合には、ペリクルフレーム上
の輝点として認識される。このペリクルフレームの表面には微細な凹凸が存在しているた
めに、微小な凹凸も含めれば、輝点といえるものは無数にあると言ってもよい。そのため
に、現状では、輝点の大きさから大まかな異物の大きさを判断し、設定した閾値に則って
許容できない大きさのものを不良と判定している。
【０００６】
　ところで、ペリクルフレーム内面に粘着層が設けられている場合には、仮に異物が付着
していても落下の恐れが小さいために、許容できる異物は、例えば数十μｍ程度と大きく
なるが、近年は、露光時の迷光による劣化や発ガスを懸念して、粘着層を設けないことも
多いので、その場合には、ごく小さな、例えば数μｍ程度の異物までをも問題視するよう
な極めて厳しい検査が行われるために、不良と判定されるケースが数多く発生している。
【０００７】
　しかし、この厳しい検査において異物として検出されるものの中には、付着異物ではな
く、ペリクルフレームのアルマイト皮膜の欠陥が異物として誤認されるケースも多い。一
般的に用いられるアルミニウム合金製ペリクルフレームの表面には、黒色アルマイト処理
が施されているが、表面に粗大な晶出物（金属間化合物）などがあった場合に、その表面
に正常な陽極酸化皮膜が形成されずに、凹みとなるか又はうまく染色されずに白点となる
場合もある。
【０００８】
　特許文献１及び２には、これを防止するために、アルミニウム合金の合金元素の不純物
量を低減して晶出物の大きさを小さくするなどの試みが記載されている。しかし、アルミ
ニウム合金中には強化元素として様々なものが含有されており、合金成分由来の欠陥（輝
点）を完全に防ぐことは極めて難しいという問題がある。
【０００９】
　一方、特許文献３には、アルマイト皮膜の表面が多孔質であるために、この表面からの
発塵を懸念して、ペリクルフレーム表面に樹脂コーティングを行う方法が記載されている
が、この場合には、ペリクルフレーム表面に樹脂コーティングによりやや光沢が付与され
るために、表面の欠陥（輝点）がより強調されるという現象が問題となる。
【００１０】
　以上のように、これまでは、異物と誤認される欠陥（輝点）のない表面品質に優れたペ
リクルフレームやペリクルは得られていないのが実情である。そのために、ペリクルフレ
ーム内面の異物検査に極めて長い時間を必要としていたが、このような長時間の異物検査
は、コストの点で問題があるほかに、検査において誤認や見落としの可能性も多いことか
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ら、信頼性という点でも問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許３７７７９８７号
【特許文献２】特許４６０５３０５号
【特許文献３】特開２００７－３３３９１０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記のような問題に鑑みなされたものであり、ペリクルフレーム内側の表面
に凹みや白点などの異物と誤認される輝点（欠陥）がなく、外観品質や信頼性に優れたペ
リクルフレーム及びこれを用いたペリクルを提供することを目的とする。
【００１３】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を行ったところ、ペリクルフレーム
を構成するアルミニウム合金の表面又は表面近傍に少なからず晶出物が存在していると、
陽極酸化被膜がその付近では正常に形成されずに凹みなどの形状欠陥が発生し易くなり、
この形状欠陥が異物と誤認される表面欠陥（輝点）の原因となっていることから、この形
状欠陥を有する表面又は表面近傍を晶出物が殆どない純度の高い純アルミニウムで覆えば
、アルミニウム合金由来の晶出物やこの晶出物に拠って生じる形状欠陥の影響を全く受け
ないことを見出して本発明に至ったものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　すなわち、本発明は、アルミニウム合金によって製作されたペリクルフレームであって
、ペリクルフレームの形状に加工された後に、少なくともペリクルフレーム内側の表面に
純アルミニウム皮膜が形成されていることを特徴とするものである。この場合の純アルミ
ニウム皮膜の純度は、９９．７％以上であること、その表面粗さは、Ｒａ０．５～５μｍ
であることが好ましく、純アルミニウム皮膜を研磨して平滑化することも好ましい。
【００１５】
　また、純アルミニウム皮膜の厚さは、３μｍ以上５０μｍ以下であることが好ましく、
このような純アルミニウム皮膜は、溶射又は蒸着により形成することができる。
　さらに、純アルミニウム皮膜が形成された後に、陽極酸化処理、染色又は電解着色、さ
らに封孔処理が施こされることが好ましく、封孔処理後にその外側にさらに樹脂皮膜が形
成されてもよく、この樹脂皮膜の材質は、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン
樹脂、フッ素樹脂からなる群から選択されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ペリクルフレーム内面に純アルミニウム皮膜層を設けることで、ペリ
クルフレーム内面の異物と誤認される欠陥（輝点）を大幅に減少させることができるから
、異物検査が短時間で済む上に、外観品質に優れ、かつ信頼性の高いペリクルを得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態を示すペリクルフレームの平面図である。
【図２】本発明の一実施形態を示すペリクルフレームの正面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示すペリクルフレームの右側面図である。
【図４】本発明の一実施形態を示すペリクルフレームの断面詳細図である。
【図５】従来のペリクルフレームのアルマイト皮膜近傍の断面図である。
【図６】本発明のペリクルフレームのアルマイト皮膜近傍の断面図である。
【図７】本発明の他の実施形態を示すペリクルフレームの断面詳細図である。
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【図８】本発明のペリクルフレームにより構成されたペリクルの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための形態について説明するが、本発明は、これに限定される
ものではない。
【００１９】
　図１は、発明の一実施態様であるペリクルフレーム１０の平面図であり、図２は、その
正面図であり、図３は、その右側面図であり、図４は、図１のＡ－Ａ断面の拡大図である
。
【００２０】
　本発明のペリクルフレーム１０は、アルミニウム合金を用いて機械加工又はダイカスト
などで製作され、通気孔１１やハンドリングのための治具孔１２などが設けられている。
また、このペリクルフレーム１０は、アルミニウム合金の構造体２１の内側表面に純アル
ミニウム皮膜２２が設けられている。
【００２１】
　また、この純アルミニウム皮膜２２は、構造体２１がペリクルフレーム形状に加工され
た後に、その表面上に形成されるが、内面だけでなく、それ以外の表面にも形成されてい
てもかまわない。また、最外層には陽極酸化処理や染色又は電解着色処理、さらに封孔処
理を行った、いわゆるアルマイト皮膜２３が設けられている。純アルミニウム皮膜２２は
、これを形成した後、陽極酸化処理を行う前に機械研磨又は化学研磨を行って表面を平滑
化することが好ましく、皮膜形成時の外観ムラが低減される。
【００２２】
　構造体２１に用いるアルミニウム合金としては、ＪＩＳ７０００系、６０００系、５０
００系、２０００系又は鋳造用合金など様々なものが使用されるが、本発明は、晶出物（
金属間化合物）が多く生成するアルミニウム合金系が用いられた場合に、特にその効果が
大きい。
【００２３】
　図５には、異物と誤認される表面欠陥（輝点）が示されているが、この表面欠陥（輝点
）の原因は、ペリクルフレームを構成するアルミニウム合金５１の表面又は表面近傍に晶
出物５２が存在している場合に、陽極酸化皮膜５３がその付近では正常に形成されずに凹
みなどの形状欠陥５４が生じるためである。これに対して、図６に示す本発明のペリクル
フレームでは、アルミニウム合金６１の表面に晶出物６２が存在している場合でも、その
外側に純アルミニウム皮膜２２が設けられているから、アルマイト皮膜２３を形成する際
に晶出物６２の影響を全く受けることがない。その結果、極めて欠陥（輝点）の極めて少
ないアルマイト皮膜２３を形成することができる。
【００２４】
　本発明では、少なくともペリクルフレームの内面側に純アルミニウム皮膜２２を形成す
るのが好ましいが、その理由としては、マスクを保護する領域でないペリクルフレームの
外面側やペリクル膜接着層やマスク粘着層に覆われる上下の端面については、表面欠陥（
輝点）はさほど考慮する必要がないためである。そして、この純アルミニウム皮膜２２は
、溶射または蒸着によって形成することが好ましく、その純度は、９９．７％以上、より
好ましくは９９．９％以上である。純度が高いほど表面欠陥は発生しにくくなるが、純度
が９９．７％未満では、晶出物が少なからず存在するために好ましくない。
【００２５】
　また、良好な陽極酸化皮膜２３を形成するためには、純アルミニウム層２２の厚さが３
μｍ以上５０μｍ以下であるのが好ましく、３μｍ未満では、陽極酸化皮膜を形成する時
に下地の構造体２１表面の影響を受けて欠陥が発生する恐れがあり、５０μｍを超えると
皮膜の形成に時間がかかりコストが上昇するうえに、寸法精度の悪化も懸念されるからで
ある。
【００２６】
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　純アルミニウム皮膜２２の表面粗さは、表面自体の凹凸が欠陥（輝点）の原因となるこ
とを防ぐために、Ｒａ０．５～５μｍの範囲であることが好ましい。Ｒａ０．５μｍ未満
では平滑すぎて光沢が出てくるため、僅かなキズ等の欠陥も目立ってしまうほか、反射が
強く検査時に障害となる。Ｒａ５μｍを超えると、表面のキラキラ感が強くなり、問題に
している表面欠陥（輝点）が検出しにくくなるため、これもまた不適である。また、陽極
酸化皮膜の形成前に、化学研磨やサンドブラスト処理などにより表面粗さを調整すること
が好ましく、この場合、概ねＲａ１μｍ以下の表面粗さとするのが良い。
【００２７】
　陽極酸化皮膜を形成した後は、染色及び封孔処理を施してアルマイト皮膜２３を完成さ
せることになるが、このときに耐光性の観点から、黒色有機染料を用いた染色に代えて、
Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｓｎ、Ｆｅなどを析出させる電解着色を用いても良い。また、陽極酸
化皮膜の形成に使用する電解液としては、一般的な硫酸の他に、蓚酸、酒石酸、リン酸や
クエン酸などの有機酸を使用することができる。
【００２８】
　図７は、別の実施態様を示すもので、図４と同じく、図１のペリクルフレームのＡ－Ａ
断面の拡大図である。ペリクルフレームの基本的な構造は、前述の実施形態と同じである
が、アルマイト皮膜２３の微細な凹凸から発塵するのを防止する目的で、アルマイト皮膜
２３のさらに外側に樹脂皮膜２４が設けられている。この樹脂皮膜２４の材質は、エポキ
シ樹脂、アミノアクリル樹脂、ナイロン樹脂など様々なものが適用可能であるが、特に、
耐光性、発ガス量、外観、取扱い等の観点から、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、シリ
コーン樹脂及びフッ素樹脂からなる群から選択されることが好ましい。
【００２９】
　下地のアルマイト皮膜２３が黒色であれば、樹脂皮膜２４を黒色とする必要はなく、透
明でも構わない。また、ペリクルフレーム内側と外側は、それぞれ別の材質で構成されて
いても良い。この場合、全体を樹脂皮膜２４で構成してから、さらに内側だけに別の樹脂
皮膜（図示しない）を形成しても良いし、内側及び外側をそれぞれ単独に別々の材質で塗
り分けても良い。この場合、特に、内側については粘着性が付与された材質とすることが
好ましい。
【００３０】
　樹脂皮膜２４の形成方法としては、電着塗装、スプレー塗装、ディッピング等の方法を
採用することができるが、皮膜形成時には、異物が被膜中に混入しないように作業環境の
クリーン化や塗工液のフィルタリングを行うことが好ましい。
【００３１】
　図８は、本発明のペリクルフレームを用いて構成されたペリクルの斜視図である。ペリ
クルフレーム１０の一方の端面には、ペリクル膜接着層８１が設けられ、ペリクル膜８２
が適切な張力で接着されている。また、もう一方の端面には、マスク粘着層８３及び保護
用のセパレータ８４が取り付けられている。ペリクルフレーム１０には、少なくとも１個
の通気孔１１が設けられ、この通気孔１１は、フィルタ８５で覆われている。
【００３２】
　本発明のペリクルフレーム１０は、以上のようにして製作されるから、検査において異
物と誤認される表面の欠陥（輝点）が極めて少なく、しかも外観品質に優れると共に、こ
のペリクルフレーム１０を用いてペリクル８０を構成した場合でも、ペリクルフレーム内
面の検査が容易であるから作業性が向上するほか、検査感度をより高めて検査することが
可能となるために、信頼性が向上する。
【実施例】
【００３３】
　以下に、本発明の実施例について詳述する。以下の実施例は、半導体用に用いられる小
型のペリクルに関するものであるが、本発明は、適用されるペリクルの大きさに限定され
るものではない。
【００３４】
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<実施例１>
　図１に示すような外観形状のペリクルフレーム１０を機械切削加工にて製作した。図２
に示すように、長辺の側面には、ハンドリングのための治具孔１２が各辺２箇所設けられ
ていると共に、通気孔１１が設けられている。このペリクルフレーム１０の寸法は、外寸
１１５ｘ１４９ｍｍ、内寸１１１ｘ１４５ｍｍ、高さ３．５ｍｍの矩形状であり、その角
部は、外側Ｒ５ｍｍ、内側Ｒ３ｍｍとなっている。
【００３５】
　実施例１では、図７に示す実施態様のペリクルフレームを製作した。構造体２１の材質
は、アルミニウム合金Ａ７０７５で、これにＴ６５１の熱処理を施したものとし、内側表
面にはガス溶射により厚さ２０μｍの純度が９９．９％の純アルミニウム皮膜２２を形成
した。この皮膜表面は、表面粗さＲａ６～７μｍとややザラついていたために、この皮膜
表面を砥石で研磨して平滑面とし、さらにサンドブラスト処理により表面粗さＲａ０．７
～０．８μｍの梨地表面とした。また、陽極酸化処理ならびに黒色の染色、封孔処理を行
い、アルマイト皮膜２３を形成した。また、これを水洗し、完全に乾燥させた後に、電着
塗装により表面に厚さ５μｍの透明なアクリル樹脂皮膜２４を形成した。
【００３６】
　次に、このようにして製作されたペリクルフレーム１０をクリーンルームに搬入し、界
面活性剤と純水で洗浄し、乾燥した後に、暗室において集光ランプによる異物検査を行っ
たところ、内面側には異物と誤認するような表面欠陥（輝点）が一切発見されず、極めて
優れた外観となっていた。
【００３７】
<実施例２>
　上記実施例１と同形状のペリクルフレーム１０を、内側表面の純アルミニウム皮膜２２
の形成法を蒸着に変更して製作した。このとき、純度９９．９％の純アルミニウム皮膜２
２の厚さは３～４μｍとしたが、表面が平滑だったため、研磨は行わずにサンドブラスト
による梨地処理のみを実施し、アルマイト皮膜２３を形成した。その後、上記実施例１と
同様にして、電着塗装により最外層にアクリル樹脂皮膜２４を形成した。
【００３８】
　次に、このペリクルフレーム１０を上記実施例１と同様にして集光ランプにより異物検
査を行ったところ、内面側には異物と誤認するような表面欠陥（輝点）が一切発見されず
、極めて優れた外観となっていた。
【００３９】
<実施例３>
　上記実施例１のペリクルフレーム１０を用いて、図８に示すようなペリクル８０を製作
した。ペリクル膜接着層８１としてフッ素樹脂接着剤を塗布し、これにフッ素樹脂からな
るペリクル膜８２をシワの無いように適切な張力を掛けて接着した。また、アクリル粘着
剤によりマスク粘着層８３を形成し、その表面に保護用としてＰＥＴフィルムに離型剤を
塗布したセパレータ８４を取り付けた。さらに、通気孔１１には、ＰＴＦＥ製メンブレン
からなるフィルタ８５をアクリル粘着層を介して取り付けた。
【００４０】
　次に、このようにして製作したペリクル８０について、暗室内で集光ランプによる外観
、異物検査を行ったところ、ペリクルフレーム内面以外の外観についても特に問題は見ら
れず、全体として極めて優れた外観となっていた。また、ペリクルフレーム内面の表面欠
陥（輝点）がペリクル膜に反射することもないために、極めて検査が容易であった。
【比較例】
【００４１】
　この比較例では、上記実施例１と同じ形状のペリクルフレーム１０を、実施例１と同一
材質のアルミニウム合金だけを用いて製作した。ペリクルフレームの内面側に純アルミニ
ウム皮膜２３を設けない他は、実施例１の場合と全て同じ工程とし、最外層は、実施例１
と同じアクリル樹脂の電着塗装を施した。
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【００４２】
　次に、このようにして製作したペリクルフレーム１０について、上記実施例１と同様に
して検査を行ったところ、大きさ４０～５０μｍの異物と見られる輝点が２個、１０～２
０μｍの異物と見られる輝点が５個発見された。また、この欠陥部を顕微鏡にて観察した
ところ、異物と見られるこれらの輝点は、全てアルマイト皮膜の欠陥であり、これが表面
の電着塗装膜により強調されたものであることが判明した。
【符号の説明】
【００４３】
１０　ペリクルフレーム
１１　通気孔
１２　治具孔
２１　構造体
２２　純アルミニウム皮膜
２３　アルマイト皮膜
２４　樹脂皮膜
５１　アルミニウム合金
５２　晶出物
５３　アルマイト皮膜
５４　表面欠陥
６１　アルミニウム合金
６２　晶出物
８０　ペリクル
８１　ペリクル膜接着層
８２　ペリクル膜
８３　マスク粘着層
８４　セパレータ
８５　フィルタ
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